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ないか。
（答）算定して差し支えない。ただし、１回の歯周病
検査に対して、その実施前と実施後の２回算定するこ
とはできない。

【訪問歯科衛生指導料】
問９　区分番号「Ｃ００１」訪問歯科衛生指導料につ
いて、月の途中で患者数が変更となる以下の場合につ
いて、どのように算定すればよいか。
（１）当該月の当該保険医療機関の定める歯科訪問診
療の計画に含まれていない患者からの歯科訪問診療の
依頼により、訪問歯科衛生指導が必要となった患者が
生じ、単一建物診療患者の人数が増加した場合（２）
計画に含まれていた患者が体調不良等により予約キャ
ンセルとなり、月の途中で単一建物診療患者の人数が
減少した場合
（答）区分番号「Ｃ０００」歯科訪問診療料は、「患
者の求めに応じた歯科訪問診療」又は「歯科訪問診療
に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に
対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療」に該当す
るいずれの場合も含まれ、医科点数表の区分番号「Ｃ
０００」往診料に相当する場合も歯科訪問診療料によ
って算定されることから、「患者の求めに応じた歯科
訪問診療」に基づいて当該月当初の計画外に実施され
る訪問歯科衛生指導において人数が増加する場合
（（１）の場合）及び患者の体調不良等によるやむを
得ない予約変更による計画人数の変更（（２）の場
合）は、以下の区分により算定する。
（１）訪問歯科衛生指導を実施する当該月の当該保険
医療機関の定める歯科訪問診療の計画に含まれていな
い患者（当該建物に居住している患者）から、月の途
中で歯科訪問診療の依頼があり、訪問歯科衛生指導が
必要な患者が増加した場合
①当該月の当初の計画に基づいて訪問歯科衛生指導を
実施した患者：当初の予定の人数に応じた区分
②当該月の途中で訪問歯科衛生指導の必要性が生じ、
当初の実施予定に含まれていなかった患者：当該患者
の訪問歯科衛生指導を開始した時点における、当該建
物で訪問歯科衛生指導を行う全患者数に応じた区分
（２）患者の体調不良等によるやむを得ないキャンセ
ルにより、月の途中で単一建物居住者の人数が減少し
た場合
　当該月の当初の計画に基づいた当該建物の診療患者
に応じた区分なお、人数が変更になった事由について
は診療録及び診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する
こと。

編注：月内に管理する人数が増減しても当初の予定
患者は計画の区分で算定し、予定外の患者は、開始
時点の全患者数に応じた区分で算定する。介護保険
も同じ。介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）参照

【咬合調整】
問10　区分番号「Ｉ０００－２」咬合調整の留意事項
通知（１）のニについて、「鉤歯と鉤歯の対合歯に係
るレスト製作のための削合」とあるが、単純鉤等を製
作する場合において、咬合が緊密であることから鉤歯
のレストシート以外の部位又は鉤歯の対合歯を削合す
る必要がある場合についてはどのように算定すればよ
いか。
（答）咬合が緊密である場合において、クラスプを設
置するスペースを確保する必要性から、やむを得ず鉤
歯又は鉤歯の対合歯を削合する場合については、「レ
スト製作のための削合」に準じるものとして、咬合調

整の留意事項通知（１）のニにより算定して差し支え
ない。

【暫間固定】
問11　区分番号「Ｉ０１４」暫間固定の留意事項通知
（11）には「２困難なもの」により算定する場合とし
て、「ロ区分番号Ｊ００４－２に掲げる歯の再植術を
行い、脱臼歯を暫間固定した場合」とあるが、区分番
号「Ｊ００４－２」歯の再植術の留意事項通知（４）
による場合についても「２困難なもの」により算定で
きるか。
（答）算定できる。

【在宅等療養患者専門的口腔衛生処置】
問12　区分番号「Ｉ０２９－２」在宅等療養患者専門
的口腔衛生処置について、区分番号「Ｃ００１」訪問

【居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導】
○単一建物居住者の人数が変更になった場合の算定に
ついて
問４　居宅療養管理指導の利用者の転居や死亡等によ
って、月の途中で単一建物居住者の人数が変更になっ
た場合の居宅療養管理指導費の算定はどうすればよい
か。
（答）居宅療養管理指導の利用者が死亡する等の事情
により、月の途中で単一建物居住者の人数が減少する
場合は、当月に居宅療養管理指導を実施する当初の予
定の人数に応じた区分で算定する。
　また、居宅療養管理指導の利用者が転居してきた等
の事情により、月の途中で単一建物居住者の人数が増
加する場合は、
①当月に居宅療養管理指導を実施する予定の利用者に
ついては、当初の予定人数に応じた区分により、
②当月に転居してきた居宅療養管理指導の利用者等に
ついては、当該転居してきた利用者を含めた、転居時
点における居宅療養管理指導の全利用者数に応じた区
分により、それぞれ算定する。
　なお、転居や死亡等の事由については診療録等に記
載すること。
　例えば、同一の建築物の10名に居宅療養管理指導を
行う予定としており、１名が月の途中で退去した場合
は、当該建築物の９名の利用者について、「単一建物
居住者10名以上に対して行う場合」の区分で算定す
る。また、同一の建築物の９名に居宅療養管理指導を
行う予定としており、１名が月の途中で転入した場合
は、当初の９名の利用者については、「単一建物居住
者２人以上９人以下に対して行う場合」の区分で算定
し、転入した１名については、「単一建物居住者10名
以上に対して行う場合」の区分で算定する。

○単一建物居住者の人数の考え方について
問５　同一の建築物において、認知症対応型共同生活
介護事業所と集合住宅が併存する場合の居宅療養管理
指導費の算定はどうすればよいか。
（答）同一の建築物において、ユニット数が３以下の
認知症対応型共同生活介護事業所と集合住宅が併存す
る場合には、次のとおり、認知症対応型共同生活介護
事業所とそれ以外で区別し、居宅療養管理指導費を算

定する。
①当該建築物のうち認知症対応型共同生活介護事業所
については、それぞれのユニットにおいて、居宅療養
管理指導費を算定する人数を、単一建物居住者の人数
とみなす。ただし、１つのユニットで１つの同一世帯
の利用者のみに居宅療養管理指導を実施する場合に
は、利用者ごとに「単一建物居者が１人の場合」の区
分で算定する。
②当該建築物のうち認知症対応型共同生活介護事業所
以外については、認知症対応型共同生活介護事業所で
居宅療養管理指導を実施する人数を含め、当該建築物
で居宅療養管理指導を実施する人数を単一建物居住者
の人数とする。
　ただし、当該建築物で１つの同一世帯の利用者のみ
に居宅療養管理指導を実施する場合は、利用者ごとに
「単一建物居者が１人の場合」の区分で算定する。ま
た、「当該建築物で居宅療養管理指導を行う利用者数
が、当該建築物の戸数の10％以下の場合」又は「当該
建築物の戸数が20戸未満であって、居宅療養管理指導
を行う利用者が２人以下の場合」については、利用者
ごとに「単一建物居住者１人に対して行う場合」の区
分で算定する。

○単一建物居住者の人数の考え方について
問６　同一の集合住宅に、複数の「同居する同一世帯
に居宅療養管理指導費の利用者が２人以上いる世帯」
がある場合、算定はどうすればよいか。また、同一の
集合住宅に、「同居する同一世帯に居宅療養管理指導
費の利用者が２人以上いる世帯」とそれ以外の利用者
がいる場合、算定はどうすればよいか。
（答）いずれの場合についても、居宅療養管理指導を
実施する予定の合計数に応じた区分により算定する。
　例えば、同一の集合住宅に、居宅療養管理指導費を
利用する「同居する夫婦の世帯」が２世帯ある場合の
区分については、「単一建物居住者２人以上９人以下
に対して行う場合」の区分により算定する。
　また、同一の集合住宅に、居宅療養管理指導費を利
用する「同居する夫婦の世帯」が１世帯と居宅療養管
理指導費を利用する者が「１人の世帯」が８世帯ある
場合の区分については、「単一建物居住者10人以上に
対して行う場合」の区分により算定する。

歯科衛生指導料を算定した日は算定できない、となっ
ているが、介護報酬の居宅療養管理指導費（歯科衛生
士等が行う場合）又は介護予防居宅療養管理指導費
（歯科衛生士等が行う場合）を算定した日に当該処置
を算定できるか。
（答）算定できない。

【歯科矯正】
問13　前歯３歯以上の永久歯萌出不全に起因する咬合
異常に対する歯科矯正については、埋伏歯開窓術を必
要とするものに限るとされているが、埋伏している永
久歯すべてに対して埋伏歯開窓術を必要とする場合に
限られるのか。
（答）埋伏歯のうち、少なくとも１歯に埋伏歯開窓術
が必要な場合は、歯科矯正の対象として差し支えない。

介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）抜粋
老健局高齢者支援課・振興課・老人保健課（2018年５月29日）


